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資 料 2 

業務仕様書 



 この「業務仕様書」は、公益社団法人岩手県農業公社（以下「公社」という。）が実施する「令

和元年度 公益社団法人岩手県農業公社ホームページリニューアル業務」（以下「本業務」という。）

に係る委託候補者の選定に関して、公社が、契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求す

る本業務の概要や仕様を明らかにし、企画コンペに参加しようとする者（以下「コンペ参加者」

という。）の提案に具体的な指針を示すものである。 

 

１ 名称 

  令和元年度 公益社団法人岩手県農業公社ホームページリニューアル業務 

 

２ 目的 

  公社のホームページについて、より簡単で迅速に情報を更新し県民の皆様等への情報提供を

速やかに実施するために、ホームページの管理・運営にコンテンツ・マネジメント・システム

（以下「CMS」という。）を導入し、及びコンテンツ、デザインのリニューアルを行うことを目

的とする。 

 

３ 委託契約期間 

  本業務の委託契約期間は、契約締結の日から令和２年１月 31日までとする。 

 

４ 委託見積限度額 

  本業務の委託見積限度額は、3,000 千円（税込）までとする。 

 

５ 業務内容 

  業務内容及び業務の条件は、次のとおりとする。 

 (1) 業務内容 

  ア ホームページリニューアルの企画、提案 

  イ CMS（WordPress、Movable Type など）の導入・設定・運用確認 

  ウ 各種デザイン、テンプレートの作成（表示については現行主要ブラウザ Microsoft Edge、

Internet Explorer、Google Chrome、Fire Fox の公開時最新版に対応できるようにするこ

と） 

  エ 現行ホームページコンテンツの移行（公社全体ホームページ、新規就農ポータルサイト） 

  オ 提案内容により必要となる新規ページの作成 

  カ スマートフォン及びタブレット端末への対応（iOS10 以上、Android6.0以上への対応を

前提とすること。） 

  キ 契約期間終了後の運用及び保守 

 (2) 業務の条件 

  ア 編集・公開に係るユーザー権限の設定 

    CMSからホームページの編集が行えるユーザーアカウントを 10ユーザー作成し、それぞ

れ指定する。ユーザーは公社の指定する内容でページ作成者とページ承認者の権限を設け

ること。 

  イ Webサーバーについて 

    ホームページリニューアルにあたり Web サーバーの変更を提案に含む場合は、使用する

CMSにあったホスティングサービスを利用するものとする。使用するサーバーは侵入防止

システム（IPS）、ウェブアプリケーションファイヤーウォール（WAF）を導入でき、SSL 証

明書で通信の暗号化が可能なものを選定する。なお、ホスティングサーバの手配は、公社

が行うものとし、その際ドメインの設定変更が必要な場合はコンペ参加者が責任を持って

対応する。 

  ウ 契約期間終了後の運用及び保守 

    本業務で作成するホームページは、契約期間終了後の運用及び更新作業は、すべて公社



が行うため、専門知識のない者でも操作可能なものとすること。ホームページデータの不

備やサーバー障害が発生した場合は原因の特定、対処の提示は公社が行い、復旧に費用を

伴う際は両者協議し決定するものとする。 

 

６ 成果品 

  本業務の成果物として次の各号に掲げる成果品を提出するものとする。 

 (1) CMS で作成したホームページ（サーバー動作確認済） 

   電磁的記録情報一式（CD-ROM等）：１部 

 (2) ホームページの編集・更新方法についての操作マニュアル 

   A4 判冊子：５部 

   電磁的記録情報（CD-ROM 等）：１部 

 

７ 制限事項 

  本業務に係る制限事項は次のとおりとする。 

 (1) 著作権の帰属等 

   ホームページコンテンツの著作権は公社のものとする（サーバー上にプログラムされたソ

ースコード等は除く）。本業務の成果物、電子データ、使用するソフトウェアなどについては、

著作権あるいは使用権は公社に帰属するようにすること。特にオープン系ソフトウェアにつ

いては、第三者の権限侵害とならないよう契約、利用規約を確認し、公社へ報告すること。

利用に必要な手続きが発生する場合は、公社とコンペ参加者で協議し決定するものとする。 

 (2) 秘密保持等 

   本業務の履行により知り得た営業上又は技術上の機密を第三者に漏洩してはならない。 

 (3) 法令順守 

   本業務を遂行するにあたっては、関連する法令を遵守すること。 

 

８ その他 

  本仕様書に記載されていない事項については、公社、コンペ参加者双方で協議し決定するも

のとする。 


